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第
三
十
三
条
第
一
号
中
「
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
書
類
に
過
年
度
事
項
（
当
該
期
間
の
開

始
の
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
を
い
う
。）の
修
正
の
内
容
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
別
表
六
r
s
t

二
十
八

o
p
q
」
を
「
別
表
六
r
s
t

三
十
一

o
p
q
」
に
、「
別
表
十
g

」
を
「
別
表
十
g
h
十
二

e
f
」
に
、「
第

二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
号
中
「
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
に
係
る
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
の

間
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容
に
つ
き
他
の
号
に
掲
げ
る
書
類
に
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
書
類
又
は
前
号
に
掲

げ
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
」
に
、「
内
容
を
記
載
し
た
」
を
「
記
載
を
し
た
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。イ

当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
に
係
る
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
剰

余
金
の
処
分
の
内
容

ロ

過
年
度
事
項
（
当
該
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
損
益
金
の
処
分
表
に
表
示
す
べ
き
事
項

を
い
う
。）の
修
正
の
内
容

第
三
十
七
条
の
見
出
し
を「（
個
別
益
金
額
又
は
個
別
損
金
額
の
計
算
に
お
け
る
届
出
等
の
規
定
の
適
用
）」に
改
め
、

同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
第
百
五
十
五
条
の
六
第
一
項
第
二
号
（
個
別
益
金
額
又
は
個
別
損
金
額
の
計
算
に
お
け
る
届
出
等
の
規
定
の
適

用
）
の
規
定
に
よ
り
連
結
親
法
人
が
各
連
結
法
人
に
つ
い
て
書
類
の
提
出
又
は
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
書
類

又
は
当
該
届
出
に
係
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
第
九
条
第
一
号
（
特
別
な
評
価
の
方
法
の
承
認
申
請
書
の

記
載
事
項
）、
第
九
条
の
二
第
一
号
（
棚
卸
資
産
の
評
価
の
方
法
の
変
更
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
九
条
の
三
第
一

号
（
特
別
な
償
却
の
方
法
の
承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
十
一
条
第
一
号
（
取
替
法
を
採
用
す
る
場
合
の
承
認

申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
（
旧
リ
ー
ス
期
間
定
額
法
を
採
用
す
る
場
合
の
届
出
書
の
記
載
事

項
）、
第
十
三
条
第
一
号
（
特
別
な
償
却
率
の
認
定
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
十
五
条
第
一
号
（
減
価
償
却
資
産
の

償
却
の
方
法
の
変
更
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
十
七
条
第
一
号
（
耐
用
年
数
短
縮
の
承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
）、

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
（
耐
用
年
数
短
縮
が
届
出
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
資
産
の
更
新
の
場
合

等
）、
第
二
十
条
の
二
第
一
号
（
増
加
償
却
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
一
条
第
一
号
（
堅
牢
な
建
物
等
の
償

却
限
度
額
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
の
認
定
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
号
（
適
格
分
割

等
に
よ
り
移
転
す
る
減
価
償
却
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第

二
十
一
条
の
三
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
引
き
継
ぐ
繰
延
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す

る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
二
条
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
移
転
す
る
資
産
等
と
関
連
を
有
す
る
繰
延

資
産
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
係
る
国
庫
補
助
金

等
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧
縮
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
号

（
適
格
分
割
等
を
行
つ
た
場
合
の
国
庫
補
助
金
等
に
係
る
期
中
特
別
勘
定
の
金
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の

記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
五
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
る
国
庫
補
助
金
等
に
係
る
特
別
勘
定
の
金
額
の
引
継

ぎ
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
六
第
一
号
（
特
別
勘
定
を
設
け
た
場
合
の
適
格
分
割
等
に
係

る
国
庫
補
助
金
等
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧
縮
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四

条
の
七
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
係
る
工
事
負
担
金
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧
縮
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届

出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
係
る
保
険
金
等
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧

縮
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
九
第
一
号
（
保
険
差
益
等
に
係
る
特
別
勘
定

の
設
定
期
間
延
長
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
十
第
一
号
（
適
格
分
割
等
を
行
つ
た
場
合
の
保
険
差
益

等
に
係
る
期
中
特
別
勘
定
の
金
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四
条
の
十
一
第
一
号（
適

格
分
割
等
に
よ
る
保
険
差
益
等
に
係
る
特
別
勘
定
の
金
額
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
四

条
の
十
二
第
一
号
（
特
別
勘
定
を
設
け
た
場
合
の
適
格
分
割
等
に
係
る
保
険
金
等
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧
縮

額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
五
条
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
係
る
交
換
に
よ
り
取
得

し
た
資
産
の
圧
縮
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
五
条
の
五
第
一
号
（
貸
倒
実
績
率
の

特
別
な
計
算
方
法
の
承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
五
条
の
六
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
移
転
す
る
金

銭
債
権
に
係
る
期
中
貸
倒
引
当
金
勘
定
の
金
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
五
条
の
七

第
一
号
（
返
品
率
の
特
別
な
計
算
方
法
の
承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
五
条
の
八
第
一
号
（
適
格
分
割
等

に
よ
り
移
転
す
る
対
象
事
業
に
係
る
期
中
返
品
調
整
引
当
金
勘
定
の
金
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事

項
）、
第
二
十
六
条
の
八
第
一
号
（
短
期
売
買
商
品
の
一
単
位
当
た
り
の
帳
簿
価
額
の
算
出
の
方
法
の
変
更
申
請
書

の
記
載
事
項
）、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
（
有
価
証
券
の
一
単
位
当
た
り
の
帳
簿
価
額
の
算
出
の
方
法
の
変
更
申

請
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
七
条
の
八
第
六
項
第
一
号
（
繰
延
ヘ
ッ
ジ
処
理
）、
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
号
（
外

貨
建
資
産
等
の
期
末
換
算
の
方
法
の
変
更
申
請
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に

よ
り
引
き
継
ぐ
一
括
償
却
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十

七
条
の
十
九
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
る
一
括
償
却
資
産
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）、
第
二
十

八
条
の
三
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
引
き
継
ぐ
繰
延
消
費
税
額
等
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関

〇
財
務
省
令
第
三
十
号

法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
法

人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
及
び
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
三
の
七
第
一
項
中
「
棚
卸
」
を
「
棚
卸
し
」
に
、「
明
り
よ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
中「
棚

卸
に
」
を
「
棚
卸
し
に
」
に
、「
令
第
百
五
十
五
条
の
六
（
個
別
益
金
額
又
は
個
別
損
金
額
の
計
算
に
お
け
る
届
出
等
の

規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
「
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
（
個
別
益
金
額
又
は
個
別
損
金
額
の
益
金
又

は
損
金
算
入
）
に
規
定
す
る
個
別
損
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
別
損
金
額
」と
い
う
。）を
計
算
す
る
場
合
の
」

に
、「
当
該
連
結
法
人
が
」
を
「
、
そ
の
」
に
、「
令
第
百
五
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
「
個
別
損
金
額
を
計

算
す
る
場
合
の
」
に
、「
令
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
個
別
損
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
令
第
三
十
一
条
第
一
項
」に
、

「
法
人
に
つ
い
て
は
、」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
号
中
「
使
用
可
能
期
間
」
を
「
令
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
未
経
過
使
用
可
能
期
間
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
法
定
耐
用
年
数
と
み
な
さ
れ
た
」
を
「
の
承
認
に
係
る
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
二
号
中
「
償
却
限
度
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
」
を
「
令
第
五
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
」に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
償
却
限
度
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
い
う
」
を
「
い
い
、
令
第
五
十
七
条
第
九
項
（
耐
用
年
数
の
短
縮
）
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
は
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
減
価
償
却
資
産
の
償
却
限
度
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
る
取
得
価
額
と
な
る
金
額
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
三
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
資
産
」
の
下
に「（
同
項
の
内
国
法
人
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。）」
を
加
え

る
。第

二
十
七
条
の
三
第
十
四
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
当
該
法
人
の
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
十
三
の
三
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
十
四
中
「
別
表
十
_

」を「
別
表
十
a

」
に
、「
別
表
十
三
e

ま
で
、
別
表
十
三
g

、
別
表
十
三
g
h
十
一

e
f
、

別
表
十
三
g
h
十
三

e
f
」
を
「
別
表
十
三
g

ま
で
、
別
表
十
三
g
h
十
二

e
f
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
条
の
二
十
四
第
七

号
」
を
「
第
二
十
条
の
二
十
三
第
七
号
」
に
、「
代
替
資
産
を
取
得
し
た
場
合
」
を
「
代
替
資
産
を
取
得
し
た
場
合
等
」

に
、「
第
二
十
二
条
の
七
第
十
項
第
六
号
及
び
第
十
二
項
第
六
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
七
第
六
項
第
六
号
及
び
第
八
項

第
六
号
」
に
、「
交
換
等
の
場
合
」
を
「
交
換
等
の
場
合
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
資
産
」
の
下
に「（
同
項
の
内
国
法
人
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。）」

を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
別
表
六
r
s
t

二
十
八

o
p
q
」
を
「
別
表
六
r
s
t

三
十
一

o
p
q
」
に
、「
別
表
十
`

付
表
二
ま
で
、
別
表
十
c

か
ら

別
表
十
e

ま
で
、
別
表
十
g

」
を
「
別
表
十
b

付
表
二
ま
で
、
別
表
十
e

か
ら
別
表
十
g

ま
で
、
別
表
十
g
h
十
二

e
f
」
に
改

め
る
。
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